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米国国立公文書館における秘密情報の利用制限：

情報自由法・ プライバシー法成立以前を中心に

坂口貴弘？

1 . はじめに

近代日本に欧州｜の アー カイブズ制度を紹介した

最初期の論考の一つは、 バチ カン 秘密文書館で公

開された外交 文書を 取り上げたものであった。

1892年5月にバチ カン を訪れた箕作元八は、 そ

の 9年前に資料公開を開始した秘密文書館が所蔵

する後明朝からローマ法王宛の外交文書（1 65 0年 ）

を紹介した上で、 次のように付言している。

欧洲各国には皆記録局の設あり（中略 ）但し

従前は秘密を守り、衆人の閲覧を許さざりしが、

現今は政略上差支なき限りは、 特に借覧謄写

することを 許し、 秘中の秘と称する法王の記

録所も、 今や漸く其の錦を聞きたりω

ここにみられるように、 欧州諸国の国立公文書

館が、 かつて秘密であったものを 含む公文書を単

に保存するのみならず、 それを一般に公開してい

ることは、 明治期より歴史研究者らによってしば

しば紹介されてきた。 このような認識のもと、 国

や地方における文書館の設置と近代公文書の保存・

公聞を 求める運動が粘り強く進められ、 1971年に

国立公文書館が開館をみている。 しかし同館に移

管され公開される公文書は、 諸外国の公文書館に

比して質量ともに見劣りするとの指摘もなされて

きた。 このような状況を改革し、 かつ情報公開制
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度と車の両輪ともいわれる公文書管理を適正化す

べく、 2009年に公文書管理法が成立している。

一方で、 防衛 ・ 外交情報等の特定秘密の類型と

その管理体制 ・ 方法等を 規定した法律として、

2014年に特定秘密保護法が施行された。 その運

用次第では、 行政機関によって特定秘密を 含むと

された公文書等が国立公文書館へ移管されること

なく廃棄処分となり、 政府アー カイブズの保存・

公開に深刻な影響を及ぼしかねないことが懸念さ

れているへ

ところで、 情報公開、 個人情報保護、 秘密保護

などの「情報への アクセス」 を めぐる諸制度の整

備に際しては、 米国連邦政府の法令 ・ 規範が代表

的モデ ルのーっとして参照されてきた。 だが、 こ

れらとともに米国の情報 アクセス制度の一角を占

める アー カイブズの公開 システムが、 いかなる展

開を経て現在の姿を とるに至ったかについては、

これまで綿密な分析が尽くされてきたとはいい難

い。 第二次世界大戦後、 米国国立公文書館は戦時

中の軍事情報も含めた膨大な公文書の移管・公開

を、 1966年の情報自由法制定より前から実現して

いた。 これらの移管・公開の促進に少なからず寄

与してきたのが、 一般人による利用に一定の制限

を課す仕組み（ 本稿では「利用制限」 と総称する ）

の存在であった。 そこで本稿では、 こういったアー

カイブズ利用制限の制度や方法論が、 米国連邦政
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府においてpかなる変容を遂げてきたかについて

検討したい。

米 国 の 情報自 由 法（ Freedom of I nformation 

Act ( FOI A)) (3）やプライノT シ一法（ Privacy Act) (4）、

機密保護制度など、 関連する諸制度の形成過程に

ついては、法学的見地からの研究成果も多い。 ただ、

その大半は現用の公文書を対象としており、 アー

カイブズ機関における資料公開との関係に着 目し

た分析はほとんどなされてこなかった。 アー カイ

ブズの視点、から米国国立公文書館における利用制

限を取り上げた論考もあるが（5）、 現行制度の紹介

が中心であり、 それが成立するに至った過程は十

分に論じられていない。 また米国においても、 個々

のアーカイブズ機関や事 例を取り上げた先行研究

は豊富だが（6）、 同国の アーカイブズにおける利用

制限の変容を一次資料に基づき包括的に論じたも

のは見出しがたい状況にある。

ところで、 諸外国における アー カイブズ資料の

利用制限については、 いわゆる30年原則 （ ルール ）

が広く知られている。 これは1968年の国際 アーカ

イブズ評議 会（ I nternational Council on Archives 

( I CA）） 大会での決議勧告であり、 その後日本を

含む各国に影響を与えた（円。 しかし、 米国を含む

欧米諸国の公文書館では、 30年原則の勧告以前か

ら何らかの利用制限の仕組みが徐々に形成されつ

つあった。 従ってこれらの国々の利用制限を分析

する際には、 30年原則とは別に、 個々の制度の成

立過程に立ち戻つての慎重な検討が必要となる。

そこで本稿では、 先行研究を踏まえ、 かつ米国

国立公文書館などが所蔵する一次資料も参照しつ

つ、 同館所蔵資料の利用制限をめぐる変容の過程

を包括的に検討する。 特に、 1934年の国立公文書

館設立から、 情報自由法の改正やプライパ シ一法

の制定が集中的に行われる1 974年までの時期に

焦点を当てる。 なお、 本稿の課題に関しては197 5

年以後も数回にわたる大規模な制度改正が行われ

ているため、 近 年・現在の動向については現行の
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法令や他の論考等を参照されたい。

本稿で取り上げるアメリカ合衆国の国立公文書

館 は、 1949年 にNational Archivesか らNational

Archives and Records Service (NARS） へ改組さ

れているが、 以下では両者を区別せずに「国立公

文書館」と表記する。 また「利用制限」（ restrictions

on use） は、 利用者を 限定する場合（ 例：政府職

員のみ ） と、 文書の内容 ・ 年代 ・作成からの経過

期間などに基づき利用を限定する場合とを 包括す

る語として用い、 全部非公開と一部公開の両方を

指すものとする。 ただし、 資料の物理的状態によ

る利用制限については本稿では扱わない。

2. 国立公文書館設立当初における利用制限

2.1 国立公文書館の設立と利用制限

米国では、 1934年の国立公文書館設立のはるか

前から、 図書館や歴史協会において建国の功労者

や歴史的事件に関する一次資料を収集し、 保存し、

公開することが行われてきた。 それらの資料の公

表は、 翻刻 ・ 編纂された史料集や編 年 目録の形を

とるのが一般的だったが、 19世紀後半以降、 実証

的歴史学の訓練を受けた研究者の間では、 原資料

を 閲覧できる施設の必要性が認識され始める。 そ

の際、 古文書ばかりでなく、 従来は無視されがち

であった連邦政府や州の公文書についても保存 ・

公聞を求める動きが起こるようになった。

国立公文書館の設立運動を主導した歴史研究者

の一人であるウォルド・ リーラン ド（ WaldoG. 

Leland） は、 1912年の論文の中で、 公文書の利

用制限に関する議会図書館古文書部長の見解を紹

介している。 これは元々、 2年前にベルギーのブ

リュッセルで聞かれた アーキピストの国際会議で

発表されたものであった。 それは以下のような内

容である。

・ 一過性の出来事に関する文書は、 その完了後に

秘密を解除する
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－政治的事件に関する文書は、 その公開が世論を

刺激する危険が去ったら公開する

－ 個人情報を含む文書は、 2世代を経た時点、で秘

密を解除する

－国際関係に関する文書で、 交渉中の事項に関す

るもの、 国家聞の友好を損なう情報を含むものは、

秘密のままとする

－政府の利益を損ないかねない情報を含む文書は、

秘密のままとする18)

すなわち、 政治的な内容や 個人情報であっても、

「時の経過」 に伴って徐々に公開していくという

考え方が、 20世紀初頭の時点で既に示されていた

ことになる。 ただし、 非公開年数の設定には暖昧

さがあり、 また外交文書や国 家の利益に関する文

書は永久に非公開とすることが想定されていた。

1934年6月に成立した国立公文書館を設置 する

法律（以下「国立公文書館法j） の第3条は、「国

立公文書館長は、 同館施設に収められた資料の編

成・管理・利用・貸出に関する規則を定める権限

を有するjと規定しており、 移管済み文書の公開

の可否を館長に委ねている。 しかし、 同条の但書

きでは、 政府機関の長は その任期中、 移管した文

書 の 中 で 彼 が 望 ま し い と 考 え る 秘 密 資 料

(c onfide ntial m atter） を、 公務 員や民間人による

調査・閲覧の対象から除外しうる旨が規定された

(9）。 非公開とする「秘密資料」の 指定を移管元機

関に委ねたこの規定が、 同館の設立時点、における

唯一の利用制限条項として機能することになる。

2.2 利用規則 の制定

国立公文書館設立後、 初代のレ ファレンス部長

に就任したネルソン・ラッセル（Nelson Russell) 

らは、 閲覧室のオープンに先立ち、 まず諸外国及

び国内のアーカイブズ機関の資料利用規則につい

て調査することから始めた。1935年の11月には、

国内の8つの図書館、 9つの歴史協会、 3つの州

Fhu
 

qJU
 

公文書館を視察し、 閲覧室の設備や資料の盗難防

止対策などを含む諸課題について検討している(IOI

これらの調査と並行して、 ラッセルは 同年9月

に館長に対し、 閲覧室規則に関する案を提出した。

その中で彼はこう述べている。

一定の利用制限は必要であり、 厳格に 実施さ

れるべきだが、 利用者が厳しい監視の対象で

あるような考え方は必要ない。 真の歴史的な

態度とは、（利用者を対象とするのではなく

＝引用者注） 国立公文書館を対象とした規則

を作ることであると信じる。 そも そも、 国立

公文書館の資料は公共の資産であり、 我々が

その利用を制限すれば、 託された信頼に対し

て不誠 実であることになる。

このようにラッセルは、 資料は公開を原則とす

べきという基 本的な考え方に立った上で、 具体的

な規則案を提示している。 その中には、「秘密文

書の調査を拒否できる政府の権限に 従うならば、

正当な政府職員及び研究者は 全ての資料に自由に

アクセスできる」という条項があった。 しかし、

同館事業部長室でファイルされたこの規則案をみ

ると、 この条項の箇所には「 out」という書き込

みがあり、 完成した規則にも 同項は盛り込まれて

いない山。 すなわち、 自由なアクセスの原則及び

利用制限について、 開館当初の規則に明記するこ

とは回避されたのである。

結局、 1936年12月18日に制定された「米国国

立公文書館所蔵文書の利用に関する規則」 には、

利用制限の範囲についての条項はなく、 開館時間、

請求方法、 資料の慎重な取り扱いなど、 利用者を

対象とした一般的注意事項が列挙されるにとどまっ

た。 その一方で、は、 紹介状を必要とする場合があ

るものの、 外国人や未成年者も利用できるという

平等閲覧の方針が記されている問。

国立公文書館の設立から数年が経つと、 同館の
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内部組織は再編され、 おおむね文書の移管元機関

である省庁等に対応した部門が成立する。 各機関

から移管される文書の利用の可否は、 それぞれを

担当する部門の担当者に判断が委ねられる部分が

大きかった。1940年6月時点の館内用処務手引の

草案によれば、 利用制限に影響を及ぼす法令（前

述の国立公文書館法第3条を含む） や館長が定め

た規則に精通することは各部門の長の責務である

とした上で、 現在は制限されていないが利用者に

よって誤って利用される可能性がある文書に常に

注意しなければならないとしている刷。

また1941 年、 連邦政府の職 員向けに 同館が作

成した移管等の手続きに関する手引書は、 国立公

文書館法第3条の規定による利用制限が望ましい

と移管元の職員が考える場合は、 移管を申 請する

書類の中に そのことを記載するよう求めている刷。

この頃は、 どのような情報を利用制限の対象とす

べきかについて、 館内にノウハウは蓄積されてお

らず、 各機関の意見を聴取しつつ模索していた時

期と考えることができる。

2.3 第二次世界大戦下の利用制限

第二次世界大戦がヨー ロッパ戦線において拡大

しつつあった1940年3月22 日、 フランクリン・

ルーズベルト大統領が出した大統領令 83 81 号は、

大戦中の軍事機密情報の保護に関する基 本的法令

であり、 後述する一連の大統領令の起点に位置づ

けられるものである。 そこでは、「 全ての陸海軍

の書籍、 パンフレット、 文書、 図画、 写 真、 契約書、

明細書で、 権限に基づき、 もしくは陸軍長官また

は海軍 長 官 の 指令に よ り 機 密（ sec ret）、 秘密

(con fiden tial）、 制 限（ restricted） と 指定された

もの、 及び大統領の承認または 指令により今後 そ

のように 指定されるものjが保護の対象となって

t Eる（15）。

翌年の秋、 国立公文書館は政府機関のレコード・

マネジメン トの改善に取 り組む文書管理事業
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(reco rds admin istration prog ram） を 開始し た。

その一環として、 公務 員委 員会が主催する省庁間

文 書 管 理 会 議（ In t e r a g e n c y R e c o r d s 

Admin istration Con feren c e）を支援し、 レコード・

マネジメント担当者間の意見交換の場を設けてい

る（16）。 同会議は「文書保安j (documen t  sec urity) 

という名の下部組織を設け、 第二次世界大戦に参

戦した米国政府の戦時政策の中にこの問題を位置

づけようとした。

複数の戦争関連機関の職員から構成された文書

保安部会では、 国立公文書館の事業部長ドーシー・

ハイド（Do rsey Hyde） が委 員長を務め、 1944年

6月に報告書をとりまとめている。 報告書の冒頭

では、 第一次世界大戦 以後、 文書保安の問題が顕

在化してきたが、 極めて重要な公文書の多くが不

適切に管理されており、 誤配置 や紛失のケースも

多いとした上で、 このような事態は効果的な行政

にとって深刻な損害であるばかりか、 資料が敵の

手に渡る恐れがあるとの危機感を表明する。

一方では、 民主主義の精神の 発達に伴い、 歴史

的には 全ての政府文書を（必要な 例外を設けつつ ）

一般に公開するという傾向が強まってきたことに

言及し、「文書を適切に管理しなかったために非

難される政府機関もある一方で、、 研究者らが文書

を参照するのを困難にし、 あるいはアクセスを拒

否したために非難される機関もある。 文書保安の

問題 全体についで慎重な検討が必要で、あり、 連邦

政府の文書保護についての標準的な規則と手順が

必要である」 と主張する。

文書保安の構成要素として、 文書の機密 指定、

登録、 ファイリングと安 全な保管、 利用の統制、

配信の統制、 処分を挙げている。 これらは当時に

おけるレコード・ マネジメントの領域ともほぼ一

致しており、 それを戦時下の要 請を反映して言い

換えたのが「文書保安」の概念であるとも解釈で

きょう。

文書保安の構成要素のうち、「利用の統制J に
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ついては次のように述べている。

全ての文書管理業務の直接の目的は、 全ての

権限のある公務 員が必要な情報を直ちに入手

できるようにすることである。 しかし、 特定

の種類の文書は、 少なくとも相当の期間が経

過するまでは、 正当な必要のない政府職員ま

たは一般国民が利用できるべきではない1171

このように、 文書管理の目的は文書へのアクセ

スの迅速化にあることを確認し、「少なくとも相

当の期間が経過するまではjと、 利用制限には期

限を設けるべきであることを補足している。 戦時

体制下の制約の中で、 機密の保護とのバランスを

慎重にとりつつ、 その将来的な公開の可能性を志

向していた姿勢をみてとることができる。

2.4 国 立公文書館法の改正

第二次大戦後の1948年3月3日、 国立公文書

館法が改正された。 ここでの改正事項の大半は 利

用制限について扱ったものであったが、 特に前述

の第3条の改正が重要である。

この改正では、 国立公文書館長が管理する文書

の 利用に制限を課す政府機関の長の権限が廃 止さ

れた。 その代わりに、移管元機関の長が、制限は「公

益の観点から必要または望ましL E」 と書面により

指定する場合、 館長は文書の移管の時点で制限を

課さなければならない。 この制限は、 移管元機関

の長が書面で 同意しない限り、 または当該機関が

廃 止されない限り、 解除または緩和してはならな

いとされた（第3条但書）。 つまり、 移管元機関

の長の任期にかかわらず、 ひとたび課された利用

制限は自動的に継続されることになり、 機関の長

の交代に伴う制限の再設定を不要とする措置 がと

られたのである。

なお、 この改正前に課されていた制限は、 本条

項に基づく解除または修正までの聞は有効とされ
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た（第3条但書）。 また、 一般の利用者だけでなく、

国立公文書館のスタッフもまた、 利用制限に服す

る必要があることを明記している（第6条 a) oへ
1948年の国立公文書館法改正は、 全体として利

用制限の強化を図るものであった。 大戦が終結し、

戦時期文書の移管が大規模に進められていた状況

下で、 同館の資料管理・公開に対する移管元機関

の懸念に対応し、 受入れ態勢の整備と利用制限設

定の効率化を図ることに改正の主眼が置 かれてい

たと考えることができる。

3. 利用制限の実際：

国立公文書館資料ガイドの分析

この頃、 第二次世界大戦中の文書を受け入れ始

めた国立公文書館では、 具体的にどのような文書

に対してどのような利用制限を課していたのか。

以下では、 同館が1948年に刊行した『国 立公文

書館資料ガイド』（以下「ガイド」）（聞をもとに、

その 実態を分析する。

このガイドは、 1947 年6月時点、で 同館が受け入

れていた資料 全体の概要を1 冊にまとめたもので

ある。 同館の所蔵資料編成の基 本単位であるレコー

ドグループ（ Re cord Grou p） ごとに、 その名称、

作成機関の沿革、 文書の伝来、 含まれる資料群（サ

ブグループ及びシリーズ） などを記述している側。

以下で分析の対象とするのは、 ガイドの付録B

「文 書 の 利 用 制 限」（ Restri ct ions on t he Use of 

Re cords） にまとめられた利用制限の内容である。

この付録では、 ガイドに掲載したレコードグルー

プのうち、 何らかの利用制限が課された文書を含

むものを抽出し、 その対象や制限の内容などを記

載している。 ここでは その内容について、（ 1 ) 

利用制限の対象、（ 2） 利用制限の類型、（3） 利

用制限の時期、（ 4） 利用のための条件、 の順に

検討していきたい。
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( 1 ） 利用制限の対象

国立公文書館の所蔵資料のうち、 どの程度が利

用制限の対象となっていたのか。1948年版のガイ

ドは、 247 件のレコードグループに関する記述を

収録している。 そのうち、 利用制限が課された文

書を含むものとして付録Bに記載されているのは

半数近くの115件（47%） である。 ただし、 レコー

ドグループごとの書架延長や点数には大きな差異

があるため、 国立公文書館の所蔵資料 全体の半数

弱について利用が制限されていたと単純にいうこ

とはできない。

ま た、 付録Bに記載のある115件の中でも、 一

つのレコードグループ 全体に共通する内容の利用

制限が課されているのは19 件であった。 それ以外

については、 レコー ドグループの一部分にのみ利

用制限が課されている。

もっとも、 付録Bの序文は、「 特定のレコード

グループの 全てまたは一部の文書についての以下に

示し た制限に加えて、 一般に適用される制限がある」

と記しており、 付録Bに記載のない132件のレコー

ドグループについても、 関連法令に基づいて館長

が利用を制限する場合があるとしている（21)。

(2） 利用制限の類型

どのような文書に対して利用制限が課せられて

いたのか。 この頃、 国立公文書館に勤務していた

セオ ド ア・シ ェ レ ンノTー グ （T heodore R. 

Sc helle nberg） は、 その主著『モダン・アーカイ

ブズ』（1956年） の中で利用制限の問題を論じて

いる。 彼は公益の観点から利用が制限されうる情

報を「軍 事情報J「外交情報」「商業情報」「 個人

情報」の 4類型に分類した上で、 商業情報や 個人

情報は軍事情報・外交情報に比べて非公開とする

期間を短くすべきとしている問。 以下ではシェレ

ンパーグの示した 4類型に基づき、 利用制限の類

型と傾向を概観したい。

付録Bに収録されたレコードグループは115件
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だが、 同一のレコードグループ内でも、 文書群ご

とに異なる種類の利用制限が課せられているもの

もあり、 それらを別々に扱った場合は188件となる。

このうち、 各文書群の移管元機関名や付録Bの記

述を参考に、 利用制限の内容を前述の 4類型に分

類し集計したところ、 軍事情報を含むものが107

件 （57%）、 外交情報を含むものが 21件 （11%）、

個人情報を含むものが35件 （19%）、 商業情報を

含むものが 25件 （13%） となった。

軍事情報を含む文書の 利用制限件数が半分以上

を占めているのは、 陸軍省・海軍省からの移管文

書が、 省 全体で一つのレコードグループを構成す

るのではなく、 その下部組織である局・室等ごと

に 個別のレコードグループを構成していたことも

影響している。 見方を変えれば、 利用が制限され

ていたとはいえ、 第二次世界大戦終戦からわずか

3年にして大量の軍事関連文書が国立公文書館へ

移管され、 ガイドによって その存在が公表されて

いたことは注目に値しよう。

その他の類型の情報を含む文書の 例としては、

以下のものが挙げられる。

－外交情報

国務省や海外統治領室、 外国経済委 員会などか

ら移管された諸外国との通信や外交政策に関す

る文書

－商業情報

農業経済局、 州開通商委 員会、 市場調査室など

から移管された民間企業からの提出資料や調査

報告書

－ 個人情報

退役軍人局、 国勢調査局、 移民・帰化局、 公務

員委 員会などから移管された 個人別ファイルや

公務 員の人事記録
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( 3） 利用制限の時期

利用が制限されていた文書はどの時期のものな

のか。 この時期設定の方法は、 3つのカテゴリに

大別できる。

第一に、 特定の年代に該当するものは 利用を制

限するという方式である。 最も古い年代が設定さ

れたものとしては、 陸軍省からの移管文書のうち、

1860年以前の士官・下士官の兵役関連のものにつ

いて国立公文書館に複 写 請求があった場合、 同省

総務局長の承認を必要としたものである。 ガイド

刊行の時点で 9 0年 近くが経過していた文書につい

ても、 利用制限が課されていたことになる。 もっ

とも、 この方式をとるものの半数は19 30年代以

降に作られた比較的新しい文書であり、 利用制限

の対象に19 世紀の文書を含むのは 全188件のうち

1割弱であった。

第二に、 文書作成から一定の期聞が経過するま

では 利用を制限するという方式であり、 30年原則

の考え方に似たものである。 この方式をとるもの

はl割以下であった。 具体的には、 国務省関連の

資料群が 25年間、 司法省関係の資料群が40年間

の期聞を設定している。 シークレット・サービス

の文書は50年間となっている。

第三のカテゴリは、 特定の期間を設定しないも

のであり、 これが 全体の半数 近くとなっている。

これらの文書をいずれ一般公開することは想定さ

れず、 利用制限は永久に継続するものと考えられ

ていたことになる。

(4） 利用のための条件

利用制限文書は、 どのような条件を満たせば 利

用できたのか。 全体の8割以上を占めるのは移管

元機関などの許可を必要とするものであり、 許可

が下りれば、 政府外部の一般人も 利用できる道が

聞かれていたことになる。 もっとも、 実際に 利用

申 請がどの程度許可されていたかについては、 ガ

イドでは確認することができない。 なお、 移管元

ハヨワU

機関しか 利用できないとするものも3件ある。

複数の類似する機関の文書に、 共通の条件が設

定されている場合もある。 最も頻繁にみられるの

は陸軍関係の諸機関から移管された人事関連文書

であり、 これらの 利用の可否は陸軍省総務局長が

一括して判断する。 これとは別に、 陸軍省・海軍

省関係機関の場合は、1941 年6月 30日以降の文

書について、 各省の関係部署または特別な許可を

得た者のみに 利用を許可するものが多い。

その他、 政府機関のみが 利用できるとするもの、

あるいは政府機関による公務上の 利用のみを許可

するものが約 2割となっている。

移管元機関ではなく、 国立公文書館の特別な許

可によるとするものも少数ながらあり、 大統領が

署名せず発効しなかった法案に関する19 33年以

降のホワイトハウスの文書、 戦時情報局のオフレ

コ記者会見資料などがある。

以上の分析からは、 大まかに次のような傾向を

みてとることができるだろう。 国立公文書館の所

蔵資料のうち、 利用が制限されるものは限定され

ていた。 これらの 利用制限は、 個別文書ごとでは

なくレコードグループやシリーズといった一定数

の文書群単位で課されており、 このような集合的・

包括的な管理方式は、 同館における検索手段作成

の方法論とも一 致している。 利用が制限される時

期については、 限定しているものとしていないも

のとがほぼ括抗していた。 移管元機関等の許可を

要件とした上で、 民間人の 利用への道を開いてい

たものが大半を占めていた。 このように、 現在か

らみれば各種の限界はあったものの、 少なくとも

利用が制限される文書群の存在や概要・ 利用条件

が、 ガイドという出版物によって公表されていた

ことは、 利用制限資料の将来的な公開に向けた 同

館の姿勢を示す証左といえる。
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4 . フランクリン ・ ルーズベルト大統領文書の公開
米国国立公文書館における 秘密情報の公開を考

える際には、 同館設立時の大統領 フランクリン・

ルーズベルトが、 自らの所有する資料を保存・公

開する施設として 「大統領図書館 」（ Preside ntial

Lib ra ry） を設立したことを見 落とすわけには い

かな い。 その後、 大統領が 退任するたびに設置 さ

れた大統領図書館の存在は、 極 秘文書を含む政権

トップの公文書を、 国立公文書館の管 轄下で確 実

に保存し、 退任から数年後には公開を開始するシ

ステ ムの確立に 寄与してきた 刷。 以下では、 この

システ ムの 噛矢となったルーズベルトの図書館が

いかに構想され、 その所蔵資料の利用制限が いか

に考えられて いたのか、 検討した い。

4. 1 ル ー ズベル ト 図書館の設立構想

ルース スル 卜 丸統領は193 8年12月10日、 ニュー

ヨーク州ノ 、イドパークにある 家族の所有地に「図

書館」を 建設し、 そこに 自 身の公務に関する文書

及び 個人 的な文書を保存する計画を 発 表した。

計画では、 彼が ニューヨーク州の上 院議員となっ

た1910年以降の彼 自 身の文書のほか、 彼が収集

して いた米国海軍 初期の歴史 的な文書、 ハイドパー

ク 周辺地域の歴史に関する文書、 米国の 艦船の図

面・ 絵画・模型のコレクシ ョン、 そして 膨大な蔵

書が図書館に収蔵されるとして いる。 丸統領はまた、

自 身だけでなくルーズベルト政権の関 係者からの

一次資料の 寄贈も受け 入れると 声明した。 さらに、

建設した図書館と その所蔵資料は連邦政府に 寄贈

し、 米国国立公文書館 長の下で管理することを提

案して いる（24）。 そして、 これらの資料が「一体と

して元の状態のまま保存され、 将来の研究者がこ

の場所で利用できるようにすることが 私の 願 いで

あるjと語った（2ヘ

これはルーズベルトと研究者との協 議の結果 生

まれたプランであった。 国立公文書館の設立に 尽

力した 前述のリーランドらによる研究者のグルー

nu
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プは、 歴史 的な資料を 1つの施設（国立公文書館

など） に 全て集中するよりも分 散保存する方が安

全であること、 しかし文書の 重要性を考 慮、して 私

立の施設ではなく連邦政府の管 轄とすることなど

を提言した。 ルーズベルトは図書館に 自らの名を

冠することに反対したが、 研究者らは、 既存の類

似施設には主要な 寄贈者の名が 入って いること（ス

タン フォード大学の フーパー研究所図書館など）

を 根拠に 説得したと いう（2へ なお、 この時点、では

大統領 就任以 前の文書が主要な保存対象であるた

めか、「大統領 」（ Preside ntial） の語は館の名称

に含まれて いな い。

ルーズベルトの提案を 実現すべく、「 フランク

リン・ D ・ルーズベルト図書館 財団」 が設立され、

連邦 議会に関連決議が提出された。 そこでは、 図

書館と その所蔵資料は、 国立公文書館と 同じよう

に管理することが規定され、 政府は 必要な資 金を

拠出するものとしている。 この提案は193 9 年 7

月18日、 上下両 院合 同の決 議として成立した（27)

図書館の 建設 費は 2 万8 千人以上の 市民の 寄付に

よつて 賄われたとL 『う。 完成した図書館は、 翌年

の 建国記念日である 7月 4日に政府に 寄贈された。

開館時点では一次資料の閲覧体制は 整えられて い

なかったが、 建物や 展示ス ペースの見学は一般 市

民にも許されて いる（28)

4.2 三人委員会の任命

ルーズベルトは、 公文書を含めた図書館の資料

は公開を原則とする意 思を示して いたが、 その中

には、 直ちに公開し でも差し支えな い文書のほか、

秘密にしておくべき文書、 彼と 家族の 個人 的な文

書が含まれて いた。 同館所蔵資料の一 般閲覧を開

始するにあたっては、 これらの取り扱 いを検討し、

あらかじめ点検・ 審査を行う 必要があった。

ルーズベルトは1943 年 7月16日、 図書館長 フ

レッド・シップ マン（ Fred W. Shi pm an）に 宛てて、

この問題に関する 覚書を出して いる。 そこでは、
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個人・ 秘密ファイルを、「一般公開されないもの」

「一定の期間は非公開とすべきもの」「家 族に関す

るものであるため 家 族が保管すべきもの」 に自ら

区分するつもりであるという 意思を表明する。 そ

して、 もし自らがこの区分作業を行えない場 合は、

3 名からなる委 員会（ 三人委 員会） がこの区分を

実施することを望むとしている。 指 名された3 名は、

いずれも彼の 旧知の人々であった（29）。 ここで、 個

人・秘密ファイルであっても、 一定期間が経過し

た後は公聞が 可能となるというカテ ゴリを提示し

ている点は注目に値する。

ルー ズベルトは 1 年9 ヶ月後の1945年 4月に

急逝した。 彼の 死去に伴い、 この時 点、で既に図書

館に移されていた過 去の文書・ 資料に加えて、 ホ

ワイト ハウス等にあった大 統領在任中の文書が図

書館に移されている。 これら 最 近の文書も含め、

図書館が管理することとなった 膨大な資料 群の中

から 個人・秘密ファイルの有無を調査し、 彼が示

した3つのカテ ゴリに沿って区分する作業が「 三

人委 員会jの手に委ねられたのである。 ただし、

3人のうちの1 人は間もなく 死去しており、 実 質

的な作業は図書館スタッフの支援も受けながら進

められた。

4.3 利用規則 の制定と資料公開

以後、 利用制限 に関する 審査は続けられていくが、

その進 展は 芳しくなかった。 ルー ズベルト 死去か

ら約1 年後の1946年 5月には、 懸案であった図

書館 資料の閲覧公聞が開始されたが、 この段 階で

の公開 資料の点数はごくわずかであったという。

審査と並行して、 ルー ズベルト図書館が所蔵す

る歴史 資料の保管・保護・ 利用に関する規則が検

討され、 1947 年9月19 日に成立した。 ここでい

う「歴史 資料」（ histo ric al m aterial） には、 図書、

往 復文書（co rres po nde nce）、 文書（ papers）、 パ

ンフレッ 卜、 芸術作 品、 模型、 絵画、 写 真、 図面、

地図が含まれており（ § 31 .1 (f））、 この「図書館」
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が所蔵する資料の 多 様性を示している。 これら歴

史 資料は公聞を原則としつつも、「 その公開が米

国の国益または安 全保 障を損なう情報」「図書館

が歴史 資料を受け入れた際の条件に反する情報」「適

切な基 準に反する 情報（公益上 その公開を要する

場 合を除く ） を含む歴史資料jは公開しないこと

となっている（ § 31 .4 )  (301。

ルー ズベルト図書館は1950年3月17 日、 本格

的な 資料公開を開始する。 この時点、で、 ルー ズベ

ルト大 統領文書の約 85%が公開されることとなっ

た。 同館の年報は、「米国の歴史において、 大 統

領が自らの文書を国 家に 残していくのは初めての

ことである。 同 様に、 大 統領の文書が その 退任か

ら 5年で公開されるのも初めてのことである」（31)

と、 同時代文書の速やかな公開という点に格別の

意義を 見出している。

1955年8月、 大 統領 図 書 館 法 （ Preside ntial

Li braries Ac t） が成立し、 同法の規定に基づいて

1957 年にはトルー マ ン大 統領 図書館が 誕生してい

る。 大 統領の文書を保存・公開する「図書館 J の

設置 はルー ズベルト一代限りで終わることなく、

米国 独自のアーカイ ブ ズ・システ ムとして以後も

継続することになった。

5 . 機密指定解除 ・ 格下 げ、の促進

秘密情報の中でも、 特に国家安 全保 障に関する

情報の機密 指定や その解除の制度は、 第二次世界

大戦期から 繰り 返し出された大 統領令によって定

められてきた。以下ではこれらの 丸統領令を中心に、

国立公文書館がいかに 利用制限の問題に関 与して

きたかについて検討したい。 以下ではまず、 同館

における機密 指定 資料の公開の前提となる、 機密

指定の解除または格下げを 促進するための措置 が

いかに 講じられてきたかをみていく （321

5 . 1  大戦直後の動 き

第 二次世界大戦 末期の1945年 4月、 ルー ズベ
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ルトの後を継 いで大統領に 就任したトルー マンは、

終戦の後、 急増して いた戦時政府機関の廃 止・ 縮

小と pう課題に 取り組むことにな る。 その過程では、

戦時中の公文書や廃 止された機関の文書の処分（国

立公文書館への移管を含む ）が進められ るとともに、

機密 指定を受けた文書の 取り扱 いが問題となった。

第二次世界 大戦中は、 前述した1940年の大統

領令 83 81 号に 基づき、 軍事・外交上の機密情報

が大量に 指定されて いた。 戦後にな ると、 この機

密 指定の解除 （ dec lassific atio n ）、 または「 秘密」

から「制限」へ変 更す るなどの機密レベル格下げ

(do wng rading ） が課題と され るようにな る。

国務省・陸軍省・海軍省調整委 員会の安 全保 障

諮問会議は、 1947 年 2月に「機密の 指定・解除・

格下げに関す る手順」と題す るパンフレットをま

とめて い る。 それによれば、 従来は「機密のレベ

ル設定が 高す ぎ る方が、 低す ぎてリスクを 官すよ

りも安 全で、あ る」と いう考えのもと、 規則もよく

読まずに機密 指定がなされ ることも少なくなかっ

た。 そのため、 公開可能な文書、 適切な保存施設

へ移管した い文書を 抱え る政府職員は、 戦時中に

しばしばなされた不注意な機密 指定に 悩まされて

い るとして、 指定レベルの適正化は機密 指定担当

者の責務であ ると 指 摘す る。

しかし、 機密 指定の解除や格下げの手順を確立

す るのは 極めて 困難で、あ るとして、 当初は 個別事

例に 即して検討を進め、 前 例を蓄積して いけば作

業が迅速化す るだろうとして い る 刷。 ここにみら

れ るように、 この時点では 指定解除・格下げの経

験やノ ウハ ウが 不足しており、 本格的な 取り組み

は今後を 待たねばならな い状況であった。

5.2 自 動機密解除の導入

1951 年9月 24 日、 ト ル ー マ ン は 大 統 領 令

1029 0号を 出した。 この大統領令は、 機密の保護

と 同時に その 指定解除の 促進を図 る仕組みを導入

しており、 その中でも「自動機密解除」（ auto m atic
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dec lassific atio n） の制度が導入されたことに 特 色

があ る。

この大統領令の目的は、 全ての行政機関に統一

的に適用され る標準と手順を定め ることにあった。

また、 過 剰な機密 指定や文書伝達の無用な 遅延を

回避すべく、 機密の 指定は必要 最 小限にすべきと

して い る（ § 25-b ）。

指定解除・格下げにつ いて、 指定担当者は、 一

定の事象が終わり、 または一定の期日を経過した

後は、 実行可能な限りにお いて、 機密 指定の解除

または格下げをす るものとした（ 電信を除く ）。

これは、 事象の終了または期日の経過と いう条件

が整えば、 個別の状況などを考 慮す ることなく、「自

動的」に機密が解除・格下げされ ると いう制度で

あ るため、 自動機密解除方式と称され る（ § 28 -a ）。

これは機密 指定の無用な継続をストップす るため

の画期的な制度であったが、「 実行可能な限りに

お いて」と いう条件が 付されて い ることもあり、

この時点ではあまり 実効性をもつものとはならな

かった。

なお、 自動的方式とは 別に、 機密 指定をめぐ る

状況が変化した場合に 実施でき る非自動的な 指定

解除・格下げの方式も 選択股として 残されて い る

ほ28 -b ）。 また、 記録資料の廃 棄につ いては、 文

書処分法（1943 年 7月制定 ） の規定に沿った場合

のみ廃 棄でき ることに言及しており、 これは機密

指定されたものにも適用され ることにな る。 具体的な

廃 棄方法につ いては、 焼却など、 完 全に処理でき

る手法を機関の長が定め るとして い る（ § 35) ( 34) 

5.3 歴史研究 プ ロ ジ ェ ク ト への利用

トルー マンに代わって大統領に 就任したアイ ゼ

ンハワーは、 陸軍参 謀長であった1947 年に、 陸

軍が保 有す る歴史的な性格を有す る情報への研究

者のアクセスを拡 充し、 国の安 全を損なわな い範

囲にお いて、 最大限の機密 指定解除を進め るよう

指示して いた（35)
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彼 は 大 統 領 に 就 任 し た 1953 年 に、 大 統 領 令

1050 1号を出している。 これはトルー マ ンによる

大 統領令 10290号を拡大したもので、 その 官頭では、

米国 市民が その 政府の 活動について 情 報を 得る

(inf or med） ことは不可 欠であることを明言して

いる。 そして、 従来は 全ての行 政機関に与えられ

ていた機密 指定の権限を、 国防と関係する機関や

人物にのみ限定的に付与することとした ほ 2）。

一方で、は、 非自動的な機密解除・格下げ方式を

実 施する場 合、 機密 指定機関の 同 意を 得ることを

条件として 追加した （ § 4 (b））。 また、 機密 指定

された 防衛情報を行 政機関 外部に配 布することに

ついては、 機関の長が認可した 条件 以 外の場 合は

禁止している ほ 7 (b））。

また、 1 つのファイル 全体、 または物理的に一

体となった 文書の集 合体の機密 指定については、

その中の 最も 高いレベルのものに 揃えなければな

らないとしている ほ3 (b ) )  （制。 個別 文書単位

ではなくファイル単位での集 合的・包括的な機密

指定を容認した 規定であるが、 これは 高レベルの

機密 指定をする必要がない情 報に対する過 剰な 指

定をもたらす一 因となったとも 指 摘されている 問。

5年 半 後、 ア イ ゼ ンハ ワー は こ の 大 統 領 令

1050 1号を改正する内容の大統領令 108 16号を定

めた（ 1959 年 5 月 7日）。 そこでは、 歴史研究プ

ロジェクトと関連する業務を 遂行する行 政機関 外

部の人物に対し、 当該機関が作成した機密 指定さ

れた防衛情報へのアクセスを認めることができる

とした。 ただし その 条件として、 これらの 情報へ

のアクセスは国 家防衛上の利益と明確に一 致する

こと、 及びアクセスが認められる人物が 信用でき

ることを挙げている。一方で、は 政府機関の長に対し、

機密 指定 情報が出版等によって 漏洩しないように

すべく、 適切な対策をとるよう 指示している（381

5.4 1 2 年後の解除 ・ 格下 げ

196 1年 1 月に大統領に就任した ケネ デ ィは、 機

ηJ
 

nJ
 

密 指定の緩和を図るため、 前任 者による大統領令

1050 1号を改正する内容の大統領令 10964号を出

した（ 196 1年9 月20日）。 それによれば、 機密 指

定システ ムの有効 性と完 全 性を 維持し、 保護を要

しない情 報または資料の機密 指定を 削減するため、

機密 指定された 情報または資料が国防上の利益の

観点、から現在の保護 レベルを必要としなくなった

場合、 指定解除または格下げをしなければならない。

機密 指定 情報を 生み出した機関の長は、 国家防衛

の観点から可能な限り、 指定解除または格下げの

ために、 機密 指定情 報の継続的な見直しの 担当 者

を 指定しなければならないとされた。

ただし、 以下の 情報については機密 指定見直し

の対象 外となっている。

－ 外国 政府または国際機関が作成しており米国 政

府に管 轄権がない 情報・資料

・原 子 力 エネルギ一法などの法 令で 規定されてい

る 情報・資料

・ 諜報活動・ 暗号など 特別な扱いを要する 情報・

資料

－機関の長または その代理 者が 極めて機密の 情報・

資料と して 個別に 指定したもの

この大統領令で重要なのは、 自動的な格下げ・

解除を 促す仕組みを導入した点にある。 無 期限の

機密 指定がなされている 情報・ 資料は、 最 低限の

機密 指定区分になるまで 12年ごとに自動的に格下

げしなければならない（ただし自動的に解 除して

はならなL ））。 それ 以 外の 情 報・資料は、 最 低限

の機密 指定区分になるまで3年ごとに自動的に格

下げし、 発出日から 12年後に自動的に解除しなけ

ればならない、 というものである （3へ 自動機密解

除の制度を導入した 10年前の 丸統領令 1029 0号は、

実効性という点で問題があったのに対して、 本大

統領令は、 12年を区切りとして自動的に格下 げ・

解除が進められてL Eく仕組みを整えた点が画 期的
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であっ た。

6. 非公開期間の設定と 国立公文書館

ここまでみてき たように、 第二次世界大戦後の

米国連邦政府は、 機密 指定の自動的ま たは非自動

的な解除・格下げを 促進する ための方策を 講じて

いくが、 これらは機密 指定情報を保有する政府機

関を包括的に対象としており、 国立公文書館のみ

を対象とし たものではなかっ た。 同館は機密 指定

文書の非公開期間の設定に いかにして関与するよ

うになっ たのか、 以下にみて いき た い。

6.1 大戦直後の動 き

第二次世界大戦終 結から約1 年を経 た1946年

9月25日、 ト ルー マンが出し た大 統領令 9784号は、

各政府機関に公文書の国立公文書館への移管や処

分ス ケジュー ルの策定を 促すものであっ た。 ここ

では 秘密文書につ いて、 次のような規定が盛り込

まれて いる。

文書を管理する機関の長が、 当該文書中に、

その公聞が国益ま たは 個人の 生活を危険にさ

らす 秘密情報を含 むと認め た場合、 移管をし

てはならな い。 利用を制限する条件が付され

た情報を含 む文書が移管され た場合、 その利

用は当該条件によって継続的に制限されなけ

ればならな い（ § 5 )  (40 ) 

すなわち、 秘密情報を含 む文書は移管の対象外

とし た上で、 もし それらが移管され た場合は、 移

管 前と 同様の条件で利用を制限しなければならな

いとし たのである。 秘密 指定の期限や その解除に

つ いては規定されず、 解除の 権限が国立公文書館

長に付与されることもなかっ た。

この点につ いて、 1948年の国立公文書館 処務手

引きは、 同館が受 入済みの文書の機密 指定を解除

ま たは変 更する ための作業を大規模に 実施するの
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は現 実的ではな いとし た。 従って、 この作業を行

うに値するほど頻繁に利用 請求がなされる文書の

みに限定すべきだとして いる （ 41)

6.2 「50 年原則J の成立

1950 年9月に 成 立 し た連 邦 文 書 法（ Federal

Reco rds Ac t） は、 その 前年に国立公文書館が共

通 役 務 庁（ Ge neral Ser vices Administratio n） の

下に統合され たことを踏まえ た上で、 レコード・

マネジメントに関する 従来の諸法令を集大成し た

ものであっ た。 しかし新 たな内容も盛り込まれて

おり、 その中でも利用制限との関連で重要なのが、

いわば「50年原則」 の条項である。

同法は、 公文書に関する利用制限を「移管元機

関の長による制限 」「法令上 その他の制限 」「国立

公文書館法の規定による制限」 に 区分し た。 その

上で「法令上 その他の制限」につ いて、「共通役

務庁長官の 指令により、 特定部分の文書につ いて

制限が引き続き有効であるとする定めのな い限り、

50年を 越えて有効のままとしてはならな p」とし

て いる。 なお、 移管元機関の長による制限、 国立

公文書館法の規定による制限につ いては、 1948年

改正の国立公文書館法の内容をほぼ受け継 いで い

る。

ま た、 大統領図書館等に 寄贈・ 寄託される 私文

書につ いては、 25年間、 ま たは 寄贈者・ 寄託者の

生存中のうち、 いずれか長 い方の期間、 利用を制

限することができる。 ただし、 この制限は 寄贈・

寄託者ま たは その 遺族によって いつでも解除でき

るとされて いる 刷。

連邦文書法の制定以降、 連邦議会は、 行政機関

における文書の管理・公開を統制し、 国立公文書

館への移管や公開を 促進する ための種々の措置 を

講じて いる。 上 院は1947 年、 2年 前の ヤ ルタ合

意やアラブ諸国との交渉に関するフラン クリン・

ルーズ ベ ルト文書の調査を要求し たところ、 －t!.

は拒否され、 その後一部の閲覧を許可され たこと
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があった。 また 同年、 大戦中の 財務長官 へンリー・

モー ゲン ソーが 退任時に文書を 持ち出したことを

契機として、 このような行 為を制限する立法措置

が検討されたこともあった（4九 これらの経 緯から、

一部の議 員は行政文書の移管・公開の問題に 敏感

であった。

連邦議会下 院は1953 年6月、 国立公文書館へ

の移管文書のうち、 50年が経 過した文書以外でも、

過去に公開されたことがあれば閲覧することがで

きると決定して いる 刷。 さらに1957 年6月には、

50年以上経 過した連邦文書のうち 価値あるものに

つ いては、 機関の長が現在の業 務との関連で自ら

保管しなければならな いことを証明しな い限り、

国立公文書館長が移管を 指示できる旨の議決がな

された（4ヘ50年と いう年限が、 例外を認めつつ

も一定の 境界線 となって いたことがわかる。

翌 1958 年、 陸 軍 省 は 国 立 公 文 書 館 に 対 し、

1946年より 前に作成された陸軍文書の 指定見直し

の権限を認めた。 ただし 最終的には陸軍の許可が

必要で、あるとして いる。 これは、 ルー ズベルト図

書館に次ぐ トルー マン図書館の 誕生、 及び陸軍の

レコードセンターが国立公文書館の管 轄になった

ことで、 管理する機密 指定文書が 急増したことに

対応するためであったと いう。 この権限は1960

年6月に拡大され、 年代を限定せず、 国立公文書

館が所蔵する 全ての陸軍省文書につ いて 同館の権

限が認可されて いる 刷。

6.3 国務省 の 30 年公開

ケネ デ ィ大統領の 暗殺を受けて1963 年11 月に

大統領に 昇格したジ ョン ソンは、 機密 指定に関す

る 丸統領令は出さなかった。しかし彼の政権下では、

ケネ デ ィによる大統領 令10964号の 趣旨を受けて、

各政府機関にお いて利用制限の緩和が徐々に進め

られて いる。

情報自由法が成立した1966年には、 米国の外

交担当省 庁である国 務省が文書の公開制度を拡 充
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して いる（4九 それによれば、 同省の文書公 開の可

否と範囲は、 原則として文書の作成時期に 基づ い

て決まることとなり、 その時期は次の3種 類に区

分された。

第一の時期は「公開期」である。 これは現 在から

遡って3 0年よりも 前（この時点では1936年以 前 ） を

指し、 この比較的古 い時期に 生み出された文書は、

国 立公文書館へ移管した上で公開されることになる。

第二の時期は「非公開期」である。 これは国 務

省が順次編纂・刊行して いる外交文書集 Foreig n

Relations  of t he Unite d State s (FR US） に 収 録

済の年よりも後（この時点では1944年以後 ） を

指す。 この比較的新し い時期に 生み出された文書

は一般公開されず、 元国 務省 高官のみが一定の条

件の下で閲 覧 可 能 である。 過去の外交文書は、

FR USの編纂 ・刊行をもって初めて公開すると い

う 同省の方針を示したものと いえる。

第三の時期は「利用制限期jである。 これは公

開期間と非公開期間の間の年代 （この時点では

1937 年 ～1943 年 ） を 指し、 この時期に 生み出さ

れた文書は米国人の研究者と 元国 務省 高官が利用

可能である。 ただし、 利用者が閲覧中にメモした

事項は国 務省の検閲を受けることになると いう 制。

なお、 国 務省による文書公開の3 ヶ月 前には、

ワシントンD .C .で国際アーカ イブズ 評議会 （ I C A)

の 臨時大会が開催された。 これは米国国立公文書

館の 招 致によるもので、 アーカ イブズへのアクセ

ス拡大の問題が中心テー マとなって いる。 大会期

間中の作業部会として、「アーカ イブ ズへのアク

セス制限の自由化」「文書の刊行に向けた国 家プ

ログラ ムJ「参照 及び刊行のための マ イク ロ 複 製j

「アーカ イブズへのアクセス 促進のための国際協 力j

の 4つが設けられた。 このうち 最初のアクセス制

限自由化につ いては、 各国の意見が一 致せず、 こ

の時の決議勧告には盛り込まれなかった（4へ だが

同大会での議論が 契機となり、 2年後のス ペ イン・

マドリッド大会で決議されたのが「3 0年原則」で
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あった （50 ）。

6.4 国立公文書館の権限強化

1972年3 月8日、 ニ ク ソン大統領による大統領

令11652 号の 発出は、 国立公文書館が機密文書の

利用制限の緩和にイ ニシアテ ィブを 発 揮する重要

な 契機となった。 その ポイントは次の3点である。

第一に、 国立公文書館に移管された文書につ い

て館長の機密解除権限を明確化したことである。

同館が受け入れた機密 指定情報・資料は、 本大統

領 令、 国 家 安 全 保 障会 議（N ation al Security 

Co unc il (N S C）） を通じて大統領が 発出した 指令、

及 び、省庁の関連規定に 従って、 館長が格下げ及び

解除を行わなければならな いとした（ § 3 (E））。

第二に、 同館における 体系的見直し （ system atic

re vie w） 制度の導入である。 本大統領令の 発効日

以 前に機密 指定され、 かつ 作成から3 0年 以上経過

した 全ての情報・資料は、 その 作成から13 年後ま

でに、 国立公文書館長によって機密解除のための

体 系的見直しを行わなければならな い。 その際、

館長は上記の規定に 従って、 省庁の長が 特に 指定

した情報・資料のみを区別して 保護する。 その場合、

省庁の長は機密 指定継続の 期限を 指定しなければ

ならな いこととなった （ § 5 (E) ( 2））。

第 三に、 大 統領図書館資料の機密 指定解除である。

国立公文書館長は、 大統領図書館等で管理する機

密指定された情報・資料の見直し及び解除を行う

権限を有する。 この解除は、 寄贈者の 寄贈証書の

条件、 当該主題に関して主な 利害を有する省庁へ

の協議、 及 び、本大統領令の規定に 従つて行われな

ければならな い（ § 11 ) (5 1) 

この大統領令11652 号が出される 前には、 15 ヶ

月間にわたり既存の機密解除制度に関する包括的

な調査が 実施され、 そこに国立公文書館が 積極的

に参画して いた経 緯があった。 この調査の成果に

基 づき、 ニ ク ソンは議会に対し、 第二次世界大戦

期の文書のうち、 依然として機密 指定されて いた

ρhu
 

qJ
 

ものの解除 作業に 予算をあてるよう要 請し、 同館

内に機密解除部が設 置されて いる （問。 終戦後の日

本占領行政を担った連合国軍 総司令部の文書（レ

コードグループ331） も、 このような動きの中で

機密解除が進められたものの一部であつた （5 3)

また、 1年後の大統領令11714 号（1973 年 4 月

24日） は、 省庁 問機密 指定見直し委 員会を設 置し

て いる。 同委 員会は、 機密 指定見直しを行うNS C

の支援組織と位 置づけられており、 大統領の 指名

する議長、 米国国立公文書館長、 及び国務省、 国

防総省、 司法省、 原 子力委 員会、 中 央情報局（ CIA）、

NS Cスタッフの各代 表をもって構成されることと

なった 刷。 当時の国立公文書館長は 同委 員会の委

員長代理の 座に就き、 イ ニシアテ ィブを 発 揮して

いくことになる。 このような経 緯は、 後に機密 指

定解除の 実施状況を監 視 す る 情 報 保 全監察局

(In fo rm ation Sec urity Oversig ht Offic e） が、 国

立公文書館長の下に 置かれることになった 背景を

知る上で重要 で、あろう。

7. お わ り に

本稿ではまず、 1934年の国立公文書館設立の 前

後における所蔵資料の 利用制限につ いて検討した。

同館のアーキビストたちは、 基本的に資料の原則

公開を志向して いたが、 第二次世界大戦下では機

密の 保護が重視され、 国家の安 全保 障にかかわる

ものとして大量の機密 指定がなされて いる。

しかし、 大戦 期の米国を率 いたフラン クリン・

ルーズベルト大統領は、 自ら保有する歴史的資料

を 保存・公開する 「図書館」を設 置した。 政権の

最 高首脳部の公文書を確 実に 保存し、 速やかに公

開すると いう 彼の 姿勢は、 以後の歴代大統領にも

引き継がれ、 とりわけ、 ウォーター ゲート事件の

影響で ニ ク ソン大統領が 辞任した後、 大統領文書

の行方が議論された際に重要な意 味を 持つことに

なる。

第二次世界大戦後、 米国連邦政府は機密 指定の
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解除・格下げを 促進するための方策を徐々に 講じ

るようになる。 特に、「時の経過jに伴 っ て自動

的に解除・格下げ がなされる 手法 が導入されたこ

と は重要であ った。 国立公文書館へ移管された文

書の公開 判断につい ても、 当初 は 同館のイ ニ シア

テ ィブ は限定的であ った が、 連邦文書法を はじめ

とする立法や大統領 令を経 て、 次第に権限 が強化

され て pく。

以上にみたように、 米国連邦政府における機密

指定文書の公開拡大や非公開 期間の限定に際し て

は、 歴代の大統領と議会 が基 本的にこれを支 持し、

行政機関を統 制する法 令を相次 いで出したこと が

重要で、あ った。 それとともに、 この問題に国立公

文書館 が関 与し、 一定の権限を 獲得するに 至 った

背景を考える上で は、 単に 利用 制限の 側面のみに

着目するので はお そらく不十分である。 各機関の

レコード・ マネジメント業務の支援プ ログ ラ ムや、

非現用文書の移管・処分を 促進するレコードセン

ターの存 在、 さらに は政 府職員に対するレファレ

ンス・サービスなど、 移管 元機関との連 携強化に

向けた 同館の多 岐にわたる 活動 全般を総合的に考

える必要 があるだろう。

本稿で は、 秘密情 報の中でも大きな位置 を占め

るプ ライパ シーないし 個人情 報につい て は十分に

取り上げること ができなか った。1974年に は、 公

的機関を対象としたプ ライパ シ一法 以外にも、 各

分 野のプ ライパ シー情 報を対象とした 複数の法律

が 制定され ている。 そのう ち、 アーカイブズ界に

特 段の影響を及ぼしたの は「 家 族教育権・プ ライ

パ シ 一 法」（ Fam ily Educ ational R ig hts and 

Pri vacy Ac t ） で ある15ヘ これ は、 連邦政府の 助

成を受ける 教育機関を対象に、 18 歳未満の 生徒の

両 親また は18 歳以上の 生徒本人 が、 当該 生徒に関

する記録を閲覧する権 利を認めるとともに、 これ

らの非公表を要求することを認めたものである。

この法律によ っ て、 大学・学 校のアーカイブズ機

関 が保有する 生徒の記録を含む文書 が、 無 期限に
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非公開となる 可能性 が 生じることにな った 刷。 同

法の影響を含め、 民間や州・地方におけるアーカ

イブズの 利用 制限をめぐる 展開につい て は別稿を

期した い。

残された別の課題とし て、 米国のアーカイブズ

専門職の間で、 利用 制限をめぐる考え方 がいかに

変容を 遂げ、 それら が 実務上どのような影 響を及

ぼし てきたのかについ ても検証 が必要である。 例

えば1973 年、 米国アーキビス 卜協会の理 事会 は

「アーカイブ ズ・古文書所蔵機関における 研究 資

料へのア ク セスに関 す る 基 準 」（ Stand ards f or 

Acc ess to Rese arc h Materials i n  Arc hi val and 

Manusc ri pts Re positories ） を決定し ている。 そこ

で は、 アーキビストやアーカイブズ機関 の 責務と

し て、（ a ） アクセス 制限に関する 利用 者への情 報

提供、（ b） 寄贈者による不合理な 制限 設定 の回避、

(c ） 全 てのアクセス 制限への 期限の設定、（ d ） ア

クセス 制限の定 期的見直し、 の 4点 が提 唱された

15九 ここに示されたような 利用 制限をめ ぐるアー

キビス 卜た ちの議論の経 緯と、 米国連邦政府の法

制度・ システ ムとの相 互関係につい ても 更なる解

明 が必要である。

※本稿 は、 科学 研究 費助成事業（基 樹脱（ C） ）「 近

現代アーカイブズにおける秘密情 報保 護と公開

促進 の 両 立 に 向け た 研 究J（課 題 番号

15K00467 ） による成果の一部である。
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